
議案第１２４号 

佐野市遠原の里福祉センター及び佐野市遠原の里デイサービスセンタ

ーの指定管理者の指定について 

 佐野市遠原の里福祉センター及び佐野市遠原の里デイサービスセンターの

指定管理者を次のとおり指定することについて、地方自治法（昭和２２年法

律第６７号）第２４４条の２第６項の規定により、議会の議決を求めます。 

令和５年１２月１日提出 

佐野市長 金 子  裕   

１ 指定管理者に管理を行わせる公の施設 

(１) 佐野市閑馬町５１５番地３ 

佐野市遠原の里福祉センター 

(２) 佐野市閑馬町５１５番地３ 

佐野市遠原の里デイサービスセンター 

２ 指定する指定管理者 

佐野市寺中町２４１７番地１ 

株式会社ＨＳコーポレーション 

代表取締役 早 川  茂 

３ 指定管理者に指定する期間 

令和６年４月１日から令和１１年３月３１日まで 

 

 

理 由 

  佐野市遠原の里福祉センター及び佐野市遠原の里デイサービスセンター

について、指定管理者の指定をしたいので提案するものです。 

 

 

参 考 

   地方自治法抜粋 

 （公の施設の設置、管理及び廃止） 

第２４４条の２ …省 略… 

２ …省 略… 



３ 普通地方公共団体は、公の施設の設置の目的を効果的に達成するため必

要があると認めるときは、条例の定めるところにより、法人その他の団体

であつて当該普通地方公共団体が指定するもの（以下本条及び第２４４条

の４において「指定管理者」という。）に、当該公の施設の管理を行わせる

ことができる。 

４ …省 略… 

５ 指定管理者の指定は、期間を定めて行うものとする。 

６ 普通地方公共団体は、指定管理者の指定をしようとするときは、あらか

じめ、当該普通地方公共団体の議会の議決を経なければならない。 

７―11 …省 略… 

 



議案第１２４号参考資料 

指定管理者候補者の概要 

名   称  株式会社ＨＳコーポレーション 

種   別  株式会社 

設立年月日  平成１９年４月３日 

資 本 金  １,０００万円 

従 業 員 数  １０８人 

設立の趣旨  利用者本位のサービスを提供し、一人でも多くの高齢者の方

が尊厳を持って、生き甲斐のある生活を送れる介護サービス

を推進することを目的とする。 

事 業 概 要  (１) 介護保険法に基づく通所介護事業 

(２) 介護保険法に基づく介護予防通所介護及び第１号通所

事業 

(３) 介護保険法に基づく訪問介護事業 

(４) 介護保険法に基づく介護予防訪問介護及び第１号訪問

事業 

(５) 介護保険法に基づく居宅介護支援事業 

(６) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するた

めの法律に基づく障害福祉サービス事業 

(７) 一般乗用旅客自動車運送事業及び特定旅客自動車運送

事業 

(８) 介護保険法に基づく特定施設入居者生活介護事業 

(９) 介護保険法に基づく介護予防特定施設入居者生活介護

事業 

(10) サービス付き高齢者向け住宅の管理及び運営 

(11) 弁当の製造、販売及び配食サービス事業 

(12) 飲食店の経営 

(13) 介護保険法に基づく地域密着型通所介護事業 

(14) 児童福祉法に基づく障害児通所支援事業 

(15) 前各号に附帯する一切の業務 

類似施設で  (１) 佐野市遠原の里福祉センター 

の指定管理  (２) 佐野市遠原の里デイサービスセンター 

の 実 績   


